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（1） 農業の担い手の育成
新規就農者や企業等の参入促進、経営体の育成

等を支援する「公益財団法人三重県農林水産支援
センター」を核に、関係機関との連携のもと、就
業希望の段階から、経営の発展段階までを総合的
に支援します。

また、農地の効率的利用による担い手の経営安
定を図るため、担い手への農地集積を促進します。

（2） 中山間地域における農地の適正管理 
中山間直接支払や集落ぐるみの農地保全活動を

実施するとともに、耕作放棄地再生利用対策によ
る耕作放棄地の解消に努めます。

（1） 漁場保全対策の推進
漁場の保全・改善を図るため、引き続き、海底

の耕耘、海藻の種苗投入、ウニ類等の食害生物の
除去、流域における植林等、漁業者を中心に多様
な主体が参画した保全活動組織が行う保全活動を
支援します。

（2） 養殖漁場の適正使用
持続的養殖生産確保法に基づいて、新たに適正

養殖可能数量を設定した漁場改善計画について、
養殖業者自らが実践する養殖漁場環境の保全活動
や取組を推進します。

（3） 水産資源の生息環境の保全・創造
ア 漁場環境保全創造事業

平成 23（2011) 年度に引き続き、英虞湾に
おいて浚渫事業を実施します。

イ 沿岸漁場の整備（底質改良剤等の散布）
英虞湾・五ヶ所湾等において実施される底質

改良剤等の散布に対して助成します。
 

（4） 藻場・干潟の保全・再生
沿岸漁場の生態系の回復と環境保全を図るた

め、藻場・干潟を造成します。

（5） 海浜の維持・保全と再生
海岸の水際線の保全・再生

平成 23（2011）年度に引き続き、海岸の水
際線の保全・再生を図ります。

また、森林環境教育の振興を図るため、指導者
の育成を行うとともにｔ知識や技能を持った県民
の皆さんの参画のもとに小学校での森林環境教育
を進めます。

 
（4） 持続可能な森林整備の推進

造林・間伐事業、林道事業を生産林において積
極的に実施することにより、木材生産を基礎とし
た力強い森林づくりを進めるとともに、二酸化炭
素の吸収や水源のかん養など、森林の持つ公益的
機能を増進します。

 
（5） 森林の適正な管理の推進

高度な公益的機能を持つ森林を保安林として指
定し、公的な管理を進めるとともに、林地開発許
可制度の適正な運用により森林の適正な管理を行
います。

（6） 保安林の持つ公益的機能の高度発揮
水源かん養や土砂流出防備に加え保健休養機能

など、多様で高度な機能を持つ保安林の保全を図
るため、間伐等による森林整備とコンクリートダ
ム等の治山施設の設置を一体的に実施する、総合
的な治山対策等により適正な管理を行います。

 
（7） 林業担い手の育成等

高校生を対象として、林業体験活動を実施する
ほか、( 公財 ) 三重県農林水産支援センターと連
携して就業・就職セミナーを開催します。また、
林業従事者の技術力向上を図るため、高性能林業
機械の操作研修や架線集材に必要な技術研修を実
施します。

林業事業体が作成する事業の合理化や雇用環境
の改善をめざした改善計画を認定することによ
り、地域林業の担い手として育成します。また、
林業経営等を推進する活動を行っている林業研究
グループの取組を支援します。 

（8） 環境に優しい素材である木材の利用推進
木を使うことが緑の循環につながることから、

品質や規格の確かな県産材「三重の木」や「あ
かね材」の利用を推進するとともに、平成 22

（2010）年 12 月に策定した「みえ公共建築物等
木材利用方針」に基づき、公共施設等における県
産材の利用拡大を図ります。

3 − 2 農地環境の保全

3 − 3 沿岸海域環境の保全








